
規 則

�愛媛県規則第５８号
知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則

（知事が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正）

第１条 知事が管理する公文書の公開等に関する規則（平成１０年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第１９条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第９号）によりするものとする。

（実施状況の公表）

第７条 条例第３６条の規定による公表は、愛媛県報によりするもの

とする。

（書面の様式）

第２条 省略

２ 条例第２０条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査

会諮問通知書（様式第９号）によりするものとする。

（公文書の任意公開）

第７条 条例第５条各号に掲げるもの以外のものは、知事に対し、

公文書の公開の申出をすることができる。

２ 前項の規定による公文書の公開の申出は、公文書公開申出書

（様式第１１号）によらなければならない。

３ 知事は、前項の申出書の提出があった場合において、第１項の

規定による公開の申出に係る公文書の公開又は非公開を決定した

ときは、公文書公開（部分公開・非公開）回答書（様式第１２号）

により回答するものとする。

（実施状況の公表）

第８条 条例第３７条の規定による公表は、愛媛県報によりするもの

とする。
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告 示

「
請求者の区分（県外に住所（団体にあっては、主たる事務所の所在地）を有する

場合に記入してください。）

□県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

事務所又は事業所の名称及び所在地�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

□県内の事務所又は事業所に勤務する者

勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

□県内の学校に在学する者

在学する学校の名称及び所在地�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

□実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

利害関係の内容�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

様式第１号中 を削る。

」

様式第１１号及び様式第１２号を削る。

（愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正）

第２条 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１７年愛媛県規則第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第

２７号）第３０条の規定に基づき、愛媛県情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第

２７号）第３１条の規定に基づき、愛媛県情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に第１条の規定による改正前の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第１号の規定により提出されてい

る書類は、同条の規定による改正後の知事が管理する公文書の公開等に関する規則様式第１号の規定により提出された書類とみなす。

愛 媛 県

愛 媛 県 公 営 企 業 管 理 局

愛 媛 県 教 育 委 員 会

愛 媛 県 選 挙 管 理 委 員 会

�
愛 媛 県 人 事 委 員 会

告示第１５０２号
愛 媛 県 監 査 委 員

愛 媛 県 労 働 委 員 会

愛 媛 県 収 用 委 員 会

愛媛海区漁業調整委員会

愛媛県内水面漁場管理委員会

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧愛媛県情報公

開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・

愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号）の一部を次のように改

正し、告示の日から施行する。

この告示の施行の際現に改正前の旧愛媛県情報公開要綱様式第１号の規定により提出されている書類は、改正後の旧愛媛県情報公開要綱

様式第１号の規定により提出された書類とみなす。

愛 媛 県 報平成２０年１０月１７日 第２００８号外２
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この告示の施行前にされた改正前の旧愛媛県情報公開要綱第１２条第１項の規定による公文書の公開の申出であって、この告示の施行の際、

これに応じるかどうかの処理がされていないものについての処理については、なお従前の例による。

平成２０年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業管理者

和 氣 政 次

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県監査委員

壺 内 紘 光

同

白 石 友 一

同

田 中 多佳子

同

明 比 昭 治

愛媛県労働委員会

会長 白 石 喜 �
愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 那 須 熊 市

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この要綱は、 公文書の公開をするとともに、情

報提供の拡充を図ることにより、公正で開かれた県政を推進し、

もって県政に対する県民の理解と信頼を深めることを目的とす

る。

（公文書の公開の申請 ）

第５条 何人も 、実施機関に対し、公文書の公開

を申請することができる。

（目的）

第１条 この要綱は、県民に対し公文書の公開をするとともに、情

報提供の拡充を図ることにより、公正で開かれた県政を推進し、

もって県政に対する県民の理解と信頼を深めることを目的とす

る。

（公文書の公開を申請することができる者）

第５条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の公開（第５号

に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の

公開に限る。）を申請することができる。

� 県内に住所を有する者

� 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

� 県内の事務所又は事業所に勤務する者

� 県内の学校に在学する者

� 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関

係を有する個人及び法人その他の団体

（公文書の任意公開）

第１２条 第５条各号に掲げる者以外のものは、実施機関に対し、公

文書の公開の申出をすることができる。

２ 前項の規定による公文書の公開の申出は、公文書公開申出書

（様式第４号）によらなければならない。

３ 実施機関は、前項の申出書の提出があった場合において、第１

項の規定による公開の申出に係る公文書の公開又は非公開を決定

愛 媛 県 報平成２０年１０月１７日 第２００８号外２
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訓 令

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

したときは、公文書公開（部分公開・非公開）回答書（様式第５

号）により回答するものとする。

４ 前条の規定は、第１項の規定による申出に基づく公文書の公開

について準用する。

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

様式第１号３の項及び４の項を削り、同様式記入上の注意１を削り、同様式記入上の注意２を同様式記入上の注意とする。

様式第４号及び様式第５号を削る。

�愛媛県告示第１５０３号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１２号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

平成２０年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、知事が定める法人を次のとおり定める。

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３５条第１項

の規定により、知事が定める法人を次のとおり定める。

�愛媛県訓令第２０号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程及び愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程及び愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の種

類

事 項 決裁区分 事務の種

類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

１・２

省略

１・２

省略

３ 公文

書の公

開に関

する事

１～４ 省略 ３ 公文

書の公

開に関

する事

１～４ 省略

５ 公文書の公開の請求等に対

する決定に係る不服申立て等

に関すること。

５ 公文書の公開の請求等に対

する決定に係る不服申立て等

に関すること。

愛 媛 県 報平成２０年１０月１７日 第２００８号外２
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教育委員会規則

務 � 愛媛県情報公開・個人情

報保護審査会又は愛媛県公

文書公開審査会への諮問等

（条例第１８条、第１９条、要

綱第１２条）

○ 務 � 愛媛県情報公開・個人情

報保護審査会又は愛媛県公

文書公開審査会への諮問等

（条例第１９条、第２０条、要

綱第１３条）

○

� 処理の決定（要綱第１２

条）

○ � 処理の決定（要綱第１３

条）

○

� 第三者に対する通知（条

例第１５条第３項、第２１条）

○ � 第三者に対する通知（条

例第１５条第３項、第２２条）

○

４～２４

省略

４～２４

省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の種類 事 項 決裁区分 事務の種類 事 項 決裁区分

局

長

専決者 局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

１ 省略 １ 省略

２ 公文書

の公開に

関する事

務

１～４ 省略 ２ 公文書

の公開に

関する事

務

１～４ 省略

５ 公文書の公開の申請に対する決

定に係る不服の申出に関するこ

と。

５ 公文書の公開の申請に対する決

定に係る不服の申出に関するこ

と。

� 愛媛県公文書公開審査会の意

見の聴取（要綱第１２条）

○ � 愛媛県公文書公開審査会の意

見の聴取（要綱第１３条）

○

� 処理の決定（要綱第１２条） ○ � 処理の決定（要綱第１３条） ○

３～１１ 省

略

３～１１ 省

略

備考 省略 備考 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第１８号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則

（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２０年１０月１７日 第２００８号外２
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改 正 後 改 正 前

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

生涯学習課

�～� 省略

� 生涯学習センター、総合科学博物館、歴史文化博物館、県立

図書館、県立博物館及びえひめ青少年ふれあいセンター

に関すること。

省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

生涯学習課

�～� 省略

� 生涯学習センター、総合科学博物館、歴史文化博物館、県立

図書館、県立博物館、えひめ青少年ふれあいセンター及び県立

青年の家に関すること。

省略

（愛媛県立青年の家管理規則の廃止）

第２条 愛媛県立青年の家管理規則（昭和３５年愛媛県教育委員会規則第７号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第１９号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生

徒

定

員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生

徒

定

員

川之江高等

学校

３年 普通科 １，０００ ４年 普通科 夜 １６０ 川之江高等

学校

３年 普通科 １，０４０ ４年 普通科 夜 １６０

三島高等学

校

３年 普通科

商業科

情報デ

ザイン

科

７２０

１２０

１２０

三島高等学

校

３年 普通科

商業科

情報デ

ザイン

科

７２０

１２０

１２０

４年 普通科 夜 ４０

土居高等学

校

３年 普通科 ４４０ 土居高等学

校

３年 普通科 ４８０

省略 省略

新居浜工業

高等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報電

子科

環境化

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科 夜 ８０ 新居浜工業

高等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報電

子科

環境化

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科 夜 １２０
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学科 学科

省略 省略

丹原高等学

校

３年 普通科

園芸科

学科

４００

１２０

丹原高等学

校

３年 普通科

園芸科

学科

４４０

１２０

省略 省略

今治南高等

学校

３年 普通科

園芸ク

リエイ

ト科

７６０

１２０

今治南高等

学校

３年 普通科

園芸ク

リエイ

ト科

８００

１２０

大島分校 ３年 普通科 ４０

省略 省略

今治工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報技

術科

環境化

学科

繊維工

学科

デザイ

ン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

今治工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

情報技

術科

環境化

学科

繊維工

学科

デザイ

ン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科 夜 ４０

伯方高等学

校

３年 普通科 ２２０ 伯方高等学

校

３年 普通科 ２４０

弓削高等学

校

３年 普通科 １２０ 弓削高等学

校

３年 普通科 １６０

省略 省略

松山南高等

学校

３年 普通科

理数科

１，０４０

１２０

３年

以上

普通科 夜 １６０ 松山南高等

学校

３年 普通科

理数科

１，０８０

１２０

３年

以上

普通科 夜 １６０

省略 省略

松山中央高

等学校

３年 普通科 １，１６０ 松山中央高

等学校

３年 普通科 １，２００

松山工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

電子科

情報技

術科

情報電

子科

工業化

学科

建築科

土木科

繊維科

１２０

１２０

１２０

８０

８０

４０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

建築科

夜 １６０

８０

１６０

松山工業高

等学校

３年 機械科

電子機

械科

電気科

電子科

情報技

術科

工業化

学科

建築科

土木科

繊維科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

建築科

夜 １６０

１２０

１６０

省略 省略
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東温高等学

校

３年 普通科

商業科

７２０

２４０

東温高等学

校

３年 普通科

商業科

７６０

２４０

上浮穴高等

学校

３年 普通科

森林環

境科

１１０

１１０

上浮穴高等

学校

３年 普通科

森林環

境科

１２０

１２０

省略 省略

中山高等学

校

３年 普通科

特用林

産科

１１０

１１０

中山高等学

校

３年 普通科

特用林

産科

１２０

１２０

省略 省略

長浜高等学

校

３年 普通科 ２２０ 長浜高等学

校

３年 普通科 ２４０

省略 省略

八幡浜高等

学校

３年 普通科

商業科

情報ビ

ジネス

科

５２０

２４０

１２０

４年 普通科 夜 １６０ 八幡浜高等

学校

３年 普通科

商業科

情報ビ

ジネス

科

５６０

２４０

１２０

４年 普通科 夜 １６０

省略 省略

川之石高等

学校

３年 総合学

科

３６０ 川之石高等

学校

３年 総合学

科

４００

省略 省略

野村高等学

校

３年 普通科

畜産科

２４０

１２０

野村高等学

校

３年 普通科

畜産科

２４０

１２０

土居分校 ４年 農業科 昼 ４０ 土居分校 ４年 農業科 昼 ８０

宇和島東高

等学校

３年 普通科

理数科

商業科

情報ビ

ジネス

科

４８０

１２０

２４０

１２０

３年

以上

普通科 夜 ８０ 宇和島東高

等学校

３年 普通科

理数科

商業科

情報ビ

ジネス

科

４８０

１２０

２４０

１２０

３年

以上

普通科 夜 ４０

宇和島南高

等学校

３年 ３年

以上

普通科 夜 ８０ 宇和島南高

等学校

３年

以上

普通科 夜 １２０

省略 省略

北宇和高等

学校

３年 普通科

生産食

品科

２４０

１２０

北宇和高等

学校

３年 普通科

生産食

品科

２４０

１２０

日吉分校 ４年 農業科 昼 １２０ 日吉分校 ４年 農業科 昼 １６０

省略 省略

南宇和高等

学校

３年 普通科

農業科

６００

１２０

南宇和高等

学校

３年 普通科

農業科

６４０

１２０

備考 １・２ 省略

別表第４（第４条関係）

備考 １・２省略

別表第４（第４条関係）

学校名 部 修業年限 学科 生徒定員 学校名 部 修業年限 学科 生徒定員

省略 省略
ろう

松山聾学校 幼稚部 ３年保育

２年保育

１年保育

１５

１０

５

ろう

松山聾学校 幼稚部 ３年保育

２年保育

１年保育

１５

１０

５
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小学部 ６年 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業工

芸科

理容科

被服科

１０

２０

３０

２０

高

等

部

本科 ３年

産業工

芸科

理容科

被服科

３０

３０

３０

省略 省略

日野学園分校 小学部 ６年

中学部 ３年

省略 省略

太陽の家分校 小学部 ６年

中学部 ３年

新居浜分校 小学部 ６年 新居浜分校 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科 １６

省略

備考 １・２ 省略 備考 １・２ 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成２１年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名
全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

学 科 入学定員 学 科 入学定員

川 之 江高等学校 普 通 科 ３２０

土 居高等学校 普 通 科 １２０

西 条高等学校 普 通 科 ２４０

丹 原高等学校 普 通 科 １２０

今 治 南高等学校 普 通 科 ２４０

伯 方高等学校 普 通 科 ６０

松 山 南高等学校 普 通 科 ３２０

松 山 中 央高等学校 普 通 科 ３６０

松 山 工 業高等学校 情 報 電 子 科 ４０

上 浮 穴高等学校 普 通 科 ３０

森 林 環 境 科 ３０

中 山高等学校 普 通 科 ３０

特 用 林 産 科 ３０

長 浜高等学校 普 通 科 ６０

八 幡 浜高等学校 普 通 科 １６０

宇 和 島 東高等学校 普通科 ４０
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教育委員会告示

公安委員会規則

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学 校 名
全日制の課程 定時制の課程

備 考
学 科 学 科

松 山 工 業高等学校 電 子 科 平成２１年度から生徒募集を停止

情 報 技 術 科 同

北 宇 和高等学校

日 吉 分 校

農 業 科 同

（特別支援学校の入学定員の特例）

４ 別表第４備考１本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成２１年度における第１学年の入学定員は、

当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名 部 学 科 入学定員

ろう

松 山 聾 学 校 高 等 部 本 科 普 通 科 １０

今 治 養 護 学 校

新 居 浜 分 校

高 等 部 本 科 普 通 科 １６

（特別支援学校の入学定員の適用除外）

５ 次の表に掲げる学校の高等部の学科については、別表第４備考１の規定は、適用しない。

学 校 名 部 学 科 備 考
ろう

松 山 聾 学 校 高 等 部 本 科 産 業 工 芸 科 平成２１年度から生徒募集を停止

被 服 科 同

�愛媛県教育委員会告示第１１号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による教育委員会が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県教育委員会告示第４号）の一部を次

のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３５条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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公安委員会訓令

改 正 後 改 正 前

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に

関する法律（平成２０年法律第８０号）第３条第１項に規定する給

付金に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（犯罪被害者対策室）

第６２条 省略

２ 犯罪被害者対策室は、第２６条第１０号から第１２号までの事務をつかさど

る。

３・４ 省略

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（犯罪被害者対策室）

第６２条 省略

２ 犯罪被害者対策室は、第２６条第１０号及び第１１号 の事務をつかさど

る。

３・４ 省略

附 則

この規則は、平成２０年１２月１８日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第７号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開条例（平

成１０年愛媛県条例第２７

号）

１ 第１８条の規定による不服申立てがあ

った場合の審査会への諮問

２ 第２３条第１項の規定による審査会へ

の公開決定等に係る公文書の提示

３ 第２３条第３項の規定による審査会へ

の分類・整理資料の提出

４ 第２３条第４項の規定による審査会へ

の意見書又は資料の提出

５ 第２４条第１項の規定による審査会へ

の口頭意見陳述の申立て及び口頭意見

陳述

６ 第２５条本文の規定による審査会への

意見書又は資料の提出

愛媛県情報公開条例（平

成１０年愛媛県条例第２７

号）

１ 第１９条の規定による不服申立てがあ

った場合の審査会への諮問

２ 第２４条第１項の規定による審査会へ

の公開決定等に係る公文書の提示

３ 第２４条第３項の規定による審査会へ

の分類・整理資料の提出

４ 第２４条第４項の規定による審査会へ

の意見書又は資料の提出

５ 第２５条第１項の規定による審査会へ

の口頭意見陳述の申立て及び口頭意見

陳述

６ 第２６条本文の規定による審査会への

意見書又は資料の提出

省略 省略

別表２（第３条関係） 別表２（第３条関係）
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県議会告示

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開条例 １～１８ 省略

１９ 第１９条の規定による不服申立人及び

参加人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３２条第２項の規定による公文書の

検索資料の作成

愛媛県情報公開条例 １～１８ 省略

１９ 第２０条の規定による不服申立人及び

参加人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３３条第２項の規定による公文書の

検索資料の作成

� 広報県民課長 � 広報県民課長

法令 専決事項 法令 専決事項

愛媛県情報公開条例 １ 第３２条第２項の規定による公文書の

検索資料の提供

愛媛県情報公開条例 １ 第３３条第２項の規定による公文書の

検索資料の提供

�～� 省略 �～� 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県議会告示第４号
愛媛県議会会議規則（昭和３０年３月愛媛県議会告示第１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年１０月１７日

愛媛県議会議長 清 家 俊 蔵

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第１０章 省略

第１１章 協議又は調整を行うための場

第１２章 省略

第１３章 省略

附則

第１０９条 省略

第１１章 協議又は調整を行うための場

第１１０条 地方自治法第１００条第１２項に規定する議案の審査又は議会

の運営に関し協議又は調整を行うための場（以下「協議等の場」

という。）を別表のとおり設ける。

２ 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要が

あるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要す

る場合は、議長が設けることができる。

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、

目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が定める。

第１２章 議員の派遣

第１１１条 地方自治法第１００条第１３項の規定により議員を派遣しよう

とするときは、議長が議会に諮りこれを決定する。ただし、緊急

を要する場合は、議長が議員の派遣を決定することができる。

２ 省略

第１３章 省略

目次

第１章～第１０章 省略

第１１章 省略

第１２章 省略

附則

第１０９条 省略

第１１章 議員の派遣

第１１０条 地方自治法第１００条第１２項の規定により議員を派遣しよ

うとするときは、議長が議会に諮りこれを決定する。ただし、緊

急を要する場合は、議長が議員の派遣を決定することができる。

２ 省略

第１２章 省略
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県議会訓令

第１１２条 省略

別表（第１１０条関係）

第１１１条 省略

名 称 目 的 構 成 員 招集権者

世話人会 一般選挙後の議

会の構成及び臨

時会の運営に関

し協議又は調整

を行う。

議長及び議長が

選任した議員

議長

議員協議会 議会活動及び議

会運営上の基本

的な事項に関し

協議又は調整を

行う。

全議員 議長

各会派代表

者会議

議会活動及び議

会運営上の重要

な事項に関し協

議又は調整を行

う。

議長、副議長及

び議長が各会派

から選任した議

員並びに議会運

営委員会の委員

長及び副委員長

議長

正副委員長

会議

常任委員会、議

会運営委員会及

び特別委員会の

運営に関し協議

又 は 調 整 を 行

う。

議長、副議長並

びに各委員会の

委員長及び副委

員長

議長

購入図書選

定委員会

購入する図書の

選定について協

議を行う。

議長が選任した

議員

委員長

議会史編さ

ん委員会

議会史の編さん

について協議を

行う。

議長が選任した

議員

委員長

�愛媛県議会訓令第２号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県議会議長 清 家 俊 蔵

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第５条 各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

�～� 省略

� 議員の議員報酬、費用弁償及び政務調査費に関すること。

�～� 省略

（分掌事務）

第５条 各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

�～� 省略

� 議員の報酬 、費用弁償及び政務調査費に関すること。

�～� 省略
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公営企業訓令

� 議会史編さん委員会に関すること。

� 省略

議事調査課

�～� 省略

� 世話人会に関すること。

� 議員協議会 に関すること。

� 各会派代表者会議に関すること。

� 正副委員長会議に関すること。

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

政務調査室

�～� 省略

� 購入図書選定委員会に関すること。

� 省略

別表（第１７条関係） 文書保存期間基準

� 省略

議事調査課

�～� 省略

� 議員協議会等に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

政務調査室

�～� 省略

� 省略

別表（第１７条関係） 文書保存期間基準

保存期

間の

種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年 保存期

間の

種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略 省略

議員及び議

会運営

省略 議員及び議

会運営

省略

議員

報酬

に関す

る文書

議員

報酬

に関す

る文書

で軽易

なもの

議員

の報酬

に関す

る文書

議員

の報酬

に関す

る文書

で軽易

なもの

省略 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第５号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１０月１７日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項

別表第１（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項
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事務の種

類

事 項 決裁区分 事務の種

類

事 項 決裁区分

管

理

者

専決者 管

理

者

専決者

局

長

課

長

局

長

課

長

１ 省略 １ 省略

２ 公文

書の公

開に関

する事

務

１～４ 省略 ２ 公文

書の公

開に関

する事

務

１～４ 省略

５ 公文書の公開の請求等に対する決

定に係る不服申立て等に関するこ

と。

５ 公文書の公開の請求等に対する決

定に係る不服申立て等に関するこ

と。

� 愛媛県情報公開・個人情報保護

審査会又は愛媛県公文書公開審査

会への諮問等（条例第１８条、第１９

条、要綱第１２条）

○ � 愛媛県情報公開・個人情報保護

審査会又は愛媛県公文書公開審査

会への諮問等（条例第１９条、第２０

条、要綱第１３条）

○

� 処理の決定（要綱第１２条） ○ � 処理の決定（要綱第１３条） ○

� 第三者に対する通知（条例第１５

条第３項、第２１条）

○ � 第三者に対する通知（条例第１５

条第３項、第２２条）

○

３～１０

省略

３～１０

省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２０年１０月１７日 発行
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